
 

鳥取県告示第143号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定に基づき、次のとおり赤碕町土地改良区から役員が

退任した旨の届出があったので、同条第17項の規定により告示する。 

 

  平成21年３月17日 

鳥取県中部総合事務所長  岡 崎  功   

 

退任した役員の氏名及び住所 

理 事   小 林 弘 美   東伯郡琴浦町大字赤碕47 

理 事   森   嘉 男   東伯郡琴浦町大字赤碕1651 

理 事   大 島 忠 之   東伯郡琴浦町大字赤碕1519 

理 事   秋 田   盈   東伯郡琴浦町大字赤碕1341 

理 事   小 松 一 雄   東伯郡琴浦町大字赤碕779 

理 事   入 江   徹   東伯郡琴浦町大字別所417－１ 

理 事   伊 藤 英 之   東伯郡琴浦町大字松谷369 

理 事   鉄 本 忠 宏   東伯郡琴浦町大字八橋1494 

理 事   浅 田 義 彰   東伯郡琴浦町大字出上353－３ 

理 事   前 田 智 章   東伯郡琴浦町大字出上15－31 

理 事   高 橋 廣 吉   東伯郡琴浦町大字勝田189 

理 事   大 本 英 世   東伯郡琴浦町大字差崎107－１ 

理 事   谷 本 伊勢雄   東伯郡琴浦町大字竹内580 

理 事   入 江 忠 夫   東伯郡琴浦町大字宮木310－１ 

理 事   高 塚   操   東伯郡琴浦町大字箆津12－４ 

理 事   石 賀 昭 一   東伯郡琴浦町大字尾張173－３ 

理 事   田 中 満 雄   東伯郡琴浦町大字八幡792－１ 

理 事   小 川 道 雄   東伯郡琴浦町大字竹内271 

理 事   高 力 博 文   東伯郡琴浦町大字高岡366 

理 事   丸 本 忠 良   東伯郡琴浦町大字八橋1735 

監 事   大 黒 蹺 立   東伯郡琴浦町大字赤碕1285 

監 事   山 田 道 雄   東伯郡琴浦町大字西宮12－１ 

監 事   川 上 久 雄   東伯郡琴浦町大字高岡47－１ 

 平成20年６月20退任 


